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議案第７１号  

 

工事請負契約の変更契約の締結について 

藤沢駅北口交通広場再整備工事について，次のとおり請負契約の変更契約を締結

する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  藤沢駅北口交通広場再整備工事 

  日髙建設・清光建設共同企業体 

  代表者 藤沢市下土棚３３５番地 

    日髙建設株式会社 

     代表取締役 髙 橋 直 博 

 

２ 変更内容 

(1) 契約金額  

変  更  前 増  額  分 変  更  後 

３７８,２９０,０００円 ３６,４９９,１００円 ４１４,７８９,１００円 

(2) しゅん工期限 

変  更  前 変  更  後 

２０２０年（令和２年）６月３０日 ２０２０年（令和２年）８月３１日 
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提案理由 

藤沢駅北口交通広場再整備工事の内容を変更するに当たり，当該工事に係る請負

契約の変更契約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により提出する。 

 

 

 

参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない

契約は，予定価格１５０，０００，０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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議案第７２号 

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
片瀬 

４１７号線 

片瀬海岸一丁目２８６６番４３地先 3.5 
～ 
4.0 

46.2 
片瀬海岸一丁目２８６６番４８地先 

２ 

鵠沼 

９３９号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵠沼桜が岡二丁目６１１７番１０２地先 
4.5 16.4 

鵠沼桜が岡二丁目６１１７番１００地先 

３ 
鵠沼 

９４０号線 

鵠沼海岸五丁目４２７５番１地先 
4.5 34.9 

鵠沼海岸五丁目４２７５番４地先 

４ 
鵠沼 

９４１号線 

本鵠沼四丁目３８０２番８地先 
5.0 53.7 

本鵠沼四丁目３８０２番１６地先 

５ 
辻堂 

６７３号線 

辻堂元町四丁目５６０９番１７地先 
4.5 25.9 

辻堂元町四丁目５６０９番２１地先 

６ 
辻堂 

６７４号線 

辻堂東海岸一丁目７２８５番１５８地先 
4.5 24.3 

辻堂東海岸一丁目７２８５番４６６地先 

７ 
六会 

９０１号線 

亀井野字不動前６１０番８地先 6.0 
～ 
6.6 

86.5 
亀井野字不動前８００番４９地先 
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８ 
六会 

９０２号線 

亀井野字不動前７９４番２６地先 5.8 
～ 
7.7 

185.8 
亀井野字不動前７９８番１８地先 

９ 
長後 

９２７号線 

高倉字中丸２１２８番１地先 
4.5 34.9 

高倉字中丸２１２８番７地先 

１０ 

御所見 

１１４１号線 

菖蒲沢字大上８７番１地先 
5.1 33.3 

菖蒲沢字大上１０７番５地先 

１１ 

亀井野１号 

自転車歩行者

専用道 

亀井野字不動前５９４番１地先 1.5 
～ 

  4.6 
185.5 

亀井野字不動前７９７番１地先 

 

 

 

提案理由 

 片瀬４１７号線ほか１０路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定によ

り提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は，都道府県道又は市町村道について，一般

交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては，当該路線の全部又

は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても，同様とする。 
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２ 都道府県知事又は市町村長は，路線の全部又は一部を廃止し，これに代わるべ

き路線を認定しようとする場合においては，これらの手続に代えて，路線を変更

することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について，第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について，それぞれ準用する。 
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議案第７３号 

 

市道の廃止について 

 次のとおり市道の路線を廃止する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
片瀬 

３２４号線 

片瀬海岸一丁目２８６６番２４地先 3.4 
～ 
7.4 

77.0 
片瀬海岸一丁目２８６６番２１地先 

２ 

藤沢 藤沢字中横須賀９６２番２地先 

1.5 14.0 ９７１－４ 

藤沢字中横須賀９６３番１地先 
号線 

３ 

亀井野 

 

亀井野字不動前６１０番地先 1.8 
～ 
6.0 

237.0 ８１２－１ 

亀井野字不動前７９４番２地先 
号線 

４ 
六会 

８２５号線 

亀井野字不動前７９７番２地先 
6.0 96.3 

亀井野字不動前７９８番１８地先 

 

 

 

提案理由 

 片瀬３２４号線ほか３路線を廃止したいので，道路法第１０条第３項の規定によ

り提出する。 

 



- 7 - 

                              議案第７４号 

    

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

    ２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  片瀬江ノ島駅第１自転車駐車場 

２ 指定管理者となる団体 

  藤沢市円行二丁目３番地の１７ 

  公益財団法人藤沢市まちづくり協会 

３ 指定の期間 

  ２０２０年（令和２年）６月１日から２０２２年（令和４年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 片瀬江ノ島駅第１自転車駐車場の指定管理者を指定したいので，地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により提出する。 
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参 考 

 地方自治法 抜粋 

（公の施設の設置，管理及び廃止） 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらかじめ，

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第７５号  

 

藤沢市職員定数条例の一部改正について 

 藤沢市職員定数条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市職員定数条例の一部を改正する条例 

 藤沢市職員定数条例（昭和２４年藤沢市条例第３３号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「２,０５８人」を「２,０６６人」に，「８１７人」を「９１４人」に，

「１４人」を「１６人」に，「２３４人」を「２３６人」に，「３,６００人」を「

３,７０９人」に改める。 

附 則 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，行政需要の増加への対応並びに地方公務員法及び地方

自治法の一部が改正され，会計年度任用職員制度が導入されることを受けて行った

医師，看護師等の関係する職の整理の結果により，職員定数を改める必要による。 
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議案第７６号  

 

藤沢市議会の議員その他非常勤等の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部改正について 

 藤沢市議会の議員その他非常勤等の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市議会の議員その他非常勤等の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例 

藤沢市議会の議員その他非常勤等の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和

４２年藤沢市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５条に次の１号を加える。 

(5) 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実

施機関が市長と協議して定める額 

附 則 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたこと

により導入された会計年度任用職員のうち常時勤務する者について，災害の補償に

係る補償基礎額を規定する必要による。 
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議案第７７号  

 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和３１年藤沢市条例第３６号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中第１８号を第１９号とし，第３号から第１７号までを１号ずつ繰り下げ，

第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 監査専門委員 

第２条第１項中「第１７号」を「第１８号」に改め，同条第２項中「前条第１８

号」を「前条第１９号」に改め，同条第３項中「前条第６号から第９号まで及び第

１８号」を「前条第７号から第１０号まで及び第１９号」に改める。 

第４条第１項中「第９号まで及び第１８号」を「第１０号まで及び第１９号」に

改める。 

第５条第１項中「第９号まで及び第１８号」を「第１０号まで及び第１９号」に

改める。 

「 
 

別表中 

  
 
 を 
 
」 

監査委員 識見を有する者のうち
から選任された委員 

月額 １７０,４００円 

議員のうちから選任さ
れた委員 

月額 ５３,９００円 

 
「   

監査委員 識見を有する者のうち
から選任された委員 

月額 １７０,４００円  
 
に改め，同 

 
 
」 

議員のうちから選任さ
れた委員 

月額 ５３,９００円 

監査専門委員 日額 １６,１００円 
  



- 12 - 

表投票所の投票管理者の項中「１７,５００円」を「１７,５００円を超えない範囲

内で藤沢市選挙管理委員会が定める額」に改める。 

附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，地方自治法の一部が改正され，監査専門委員を置くこ

とができることとされたことに伴いその報酬を定め，及び公職選挙法施行令の一部

が改正され，投票管理者を交替制とすることが可能とされたことに伴う所要の改正

をする必要による。 
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議案第７８号  

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について 

 藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年藤沢市条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

別表第６等級別基準職務表３医療職給料表(1)等級別基準職務表３級の項第２号

中「創傷治癒室長」を「緩和ケアセンター長」に改め，同表４級の項第３号中「診

療科主任部長」の次に「又は患者総合支援センター長」を加え，別表第６等級別基

準職務表５医療職給料表(3)等級別基準職務表５級の項第１号中「，地域医療連携

室副室長」を削り，同表６級の項第１号中「医療安全対策室長又は地域医療連携室

長」を「患者総合支援センター副センター長又は医療安全対策室長」に改める。 

附 則 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，令和２年度の組織の一部見直しに伴い，等級別基準職

務表について所要の改正をする必要による。 
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議案第７９号  

 

藤沢市手数料条例の一部改正について 

 藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市手数料条例の一部を改正する条例 

藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１の２の表の２の項中「第２０条第１項，第３項及び第４項」を「第

１５条の４第１項，第３項及び第４項」に，「住民票若しくは戸籍の附票の写し

の交付又は住民票の記載事項に関する証明書若しくは戸籍の附票に記録されてい

る事項を記載した書類」を「住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付

又は住民票の除票の写し若しくは除票記載事項証明書」に改め，同表に次のよう

に加える。 

３ 
法第２０条第１項，第３項及び第４項並びに第２１条の

３第１項，第３項及び第４項の規定による戸籍の附票
の写しの交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付 

１件 ３００円 

別表第１の３の表の１の項を削り，同表中２の項を１の項とする。 

別表第４の１の表４の項備考を次のように改める。 

備考 

１ 申請又は通知に係る工事に法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が

含まれる場合においては，昇降機１基につき２１,０００円（小荷物専用昇

降機については，１３,０００円）を加算する。 

２ 申請又は通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第５３号。以下この表において「建築物省エネ法」と

いう。）第１２条第１項若しくは第２項又は第１３条第２項若しくは第３項
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の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能

確保計画又は当該計画の変更に係る建築物（以下この表において「判定建築

物」という。）である場合は，次の各号に掲げる用途及び床面積の区分に応

じ，当該各号に定める額（判定建築物が複数ある場合には，１棟ごとに算出

した額を合算した額）を加算する。 

(1) 非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部分をい

う。以下この表において同じ。）の床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの １９,０００円 

(2) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２,０００平方メ

ートル未満のもの ３８,０００円 

(3) 非住宅部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５,０００平方

メートル未満のもの ９５,０００円 

(4) 非住宅部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０,０００平

方メートル未満のもの １４０,０００円 

(5) 非住宅部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５,０００

平方メートル未満のもの １８０,０００円 

(6) 非住宅部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のもの 

２２０,０００円 

別表第４の１の表５の項備考を次のように改める。 

備考 

１ 申請又は通知に係る工事に法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては，昇降機１基につき２０,０００円（小荷物専用

昇降機については，１３,０００円）を加算する。 

２ 申請又は通知に係る建築物が判定建築物である場合は，４の項備考２各

号に掲げる用途及び床面積の区分に応じ，当該各号に定める額（判定建築

物が複数ある場合には，１棟ごとに算出した額を合算した額）を加算する。 

別表第４の５の表中「平成２７年法律第５３号。」を削り，同表１の項から７

の項までを次のように改める。 

１ 法第１２条第１項又は法第１３条
第２項に規定する建築物エネルギ 

１
件 

(1) 当該判定に係る部分の建築物
の用途が工場等である場合につ 
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 ー消費性能適合性判定の申請又は
請求に対する審査 

 いては，次に掲げる額 
ア 建築物エネルギー消費性能
基準等を定める省令 (平成
２８年経済産業省令・国土交
通省令第１号。以下この表に
おいて「省令」という。)第
１条第１項第１号イの規定に
よりエネルギー消費性能を求
めたものについては，次の
(ア)から(カ)までに掲げる当
該判定に係る床面積の合計に
応じ，それぞれ(ア)から(カ)
までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ２３,０００円（申請
前にあらかじめ建築物エ
ネルギー消費性能向上計
画について登録建築物エ
ネルギー消費性能判定機
関等による審査を受けて
いるもの（以下「審査済
建築物」という。）につ
いては，９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ４３,０００円（審
査済建築物については，
２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 １００,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 １５０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満 
１９０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２３０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

イ 省令第１条第１項第１号ロ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
の合計に応じ，それぞれ(ア)
から(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 １９,０００円（審査
済建築物については，  
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   ９,４００円） 
(ｲ) ３００平方メートル以

上２,０００平方メートル
未満 ３８,０００円（審
査済建築物については，
２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ９５,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 １４０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
１８０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

(2) 当該判定に係る部分の建築物
の用途が工場等以外である場合
については，次に掲げる額 
ア 省令第１条第１項第１号イ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
の合計に応じ，それぞれ(ア)
から(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ２３０,０００円（審
査済建築物については，
９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５３０,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満 
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   ７７０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ８７０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

イ 省令第１条第１項第１号ロ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
の合計に応じ，それぞれ(ア)
から(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ８７,０００円（審査
済建築物については，
９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ２４０,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ３１０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満 
３７０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４４０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

２ 法第１２条第２項又は法第１３条
第３項に規定する建築物エネルギ
ー消費性能確保計画の変更に係る
建築物エネルギー消費性能適合性
判定の申請又は請求に対する審査 

１
件 

次に掲げる額のうち，当該申請に
係るものを合算した額 
(1) 当該判定に係る部分の建築物

の用途が工場等である場合につ
いては，次に掲げる額 
ア 省令第１条第１項第１号イ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の（ア）から（カ）ま
でに掲げる当該判定に係る床
面積の合計に応じ，それぞれ
（ア）から（カ）までに定め
る額 
(ｱ)  ３００平方メートル未

満 １１,５００円（審査 
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   済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満  ２１ ,５００円 
（審査済建築物について
は，１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７５,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９５,０００
円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

イ 省令第１条第１項第１号ロ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の（ア）から（カ）ま
でに掲げる当該判定に係る床
面積の合計に応じ，それぞれ
（ア）から（カ）までに定め
る額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ９,５００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １９,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ４７,５００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７０,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９０,０００
円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円） 
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   (ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

(2) 当該判定に係る部分の建築物
の用途が工場等以外である場合
については，次に掲げる額 
ア 省令第１条第１項第１号イ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
の合計に応じ，それぞれ(ア)
から(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 １１５,０００円（審
査済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １８５,０００円
（審査済建築物について
は，１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ２６５,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ３２５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
３８５,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４３５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

イ 省令第１条第１項第１号ロ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
の合計に応じ，それぞれ(ア)
から(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ４３,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円（審
査済建築物については， 

 



- 21 - 

   １３,５００円） 
(ｳ) ２,０００平方メートル

以上５,０００平方メート
ル未満 １２０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 １５５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
１８５,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

(3) 新たに追加する非住宅部分に
ついて，１の項の規定の例によ
り算出した額 

３ 法第２９
条第１項
の規定に
よる建築
物エネル
ギー消費
性能向上
計画の認
定の申請
（当該申
請に併せ
て 法 第
３０ 条 第
２項の規
定による
適合審査
の申出を
行う場合
を 除
く。） 

(1) 申請に係る建築
物エネルギー消費
性能向上計画に法
第２９条第３項各
号に掲げる事項の
記載がない場合 

１
件 

(1) 一戸建て住宅については，次
のア又はイに掲げる床面積の区
分に応じそれぞれ当該ア又はイ
に定める額 
ア ２００平方メートル未満 
３４,０００円（審査済建築
物については，４ ,７００
円） 

イ ２００平方メートル以上 
３８,０００円（審査済建築
物については，４ ,７００
円） 

(2) 一の建築物については，次に
掲げる額のうち，当該申請に係
るものを合算した額 
ア 住宅部分については，次の

(ア)又は(イ)に掲げる審査の
部分の区分に応じそれぞれ定
める額のうち，当該申請に係
るものを合算した額 
(ｱ) 技術審査部分 次のａ

からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ５９,６００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
ト ル 未 満  
１００,０００円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満 
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    １５５,０００円 
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 １９９,０００
円 

(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ９,４００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ２０,０００
円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
４５,０００円 

ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ８１,０００円 

イ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号イ又は第１０条第
１号イ(1)及びロ(1)若しくは 
同条第３号ロの規定によりエ
ネルギー消費性能を求めたも
のについては，次の(ア)から
(カ)までに掲げる床面積の区
分に応じ，それぞれ(ア)から
(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未
満 ２３０,０００円（審
査済建築物については，
９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５３０,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
７７０,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ８７０,０００円
（審査済建築物について 
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    は，２００,０００円） 
ウ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号ロ又は第１０条第
１号イ(2)及びロ(2)若しくは
同条第３号イの規定によりエ
ネルギー消費性能を求めたも
のについては，次の(ア)から
(カ)までに掲げる床面積の区
分に応じ，それぞれ(ア)から
(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ８７,０００円（審査
済建築物については，
９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ２４０,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ３１０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
３７０,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４４０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

(2) 申請に係る建築
物エネルギー消費
性能向上計画に法
第２９条第３項各
号に掲げる事項の
記載がある場合 

１
件 

申請に係る建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る申請建築物
（法第２９条第３項に規定する
「申請建築物」をいう。以下この
表において同じ。）及び他の建築
物（同項に規定する「他の建築
物」をいう。以下この表において
同じ。）につきこの項の(1)申請に
係る建築物エネルギー消費性能向
上計画に法第２９条第３項各号に
掲げる事項の記載がない場合の例
により算出した額（他の建築物が
複数ある場合には当該他の建築物
ごとに算出した額を合算した額） 

４ 法第２９条第１項の規定による建
築物エネルギー消費性能向上計画
の認定の申請 (当該申請に併せて
法第３０条第２項の規定による適
合審査の申出を行う場合に限る。) 

１
件 

３の項の規定の例により算出し
た額に申請建築物について別表第
４の１の表１の項，２の項及び３
の項の規定の例により算出した額
を加算した額 
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５ 法第３１
条第１項
の規定に
よる建築
物エネル
ギー消費
性能向上
計画の変
更の認定
の申請に
対する審
査（当該
申請に併
せて同条
第２項に
おいて準
用する法
第３０条
第２項の
規定によ
る適合審
査の申出
を行う場
合 を 除
く。） 

(1) 他の建築物を追 
加しない場合 

１ 
件 

(1) 一戸建て住宅については，次 
のア又はイに掲げる床面積の区
分に応じそれぞれ当該ア又はイ
に定める額 
ア ２００平方メートル未満 
１７,０００円（審査済建築
物については，２ ,３５０
円） 

イ ２００平方メートル以上 
１９,０００円（審査済建築
物については，２ ,３５０
円） 

(2) 一の建築物については，次に
掲げる額のうち，当該申請に係
るものを合算した額 
ア 住宅部分については，次の

(ア)又は(イ)に掲げる審査の
部分の区分に応じそれぞれ定
める額のうち，当該申請に係
るものを合算した額 
(ｱ) 技術審査部分 次のａ

からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ２９,８００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
５０,０００円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
７７,５００円 

ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ９９,５００円 

(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ４,７００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 １０,０００
円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
２２,５００円 

ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ４０,５００円 

イ 非住宅部分で省令第１０条
第１号イ(1)及びロ(1)又は同
条第３号ロの規定によりエネ 
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    ルギー消費性能を求めたもの
については，次の(ア)から
(カ)までに掲げる床面積の区
分に応じ，それぞれ(ア)から
(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 １１５,０００円（審
査済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １８５,０００円
（審査済建築物について
は，１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ２６５,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ３２５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
３８５,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４３５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

ウ 非住宅部分で省令第１０条
第１号イ(2)及びロ(2)又は同
条第３号イの規定によりエネ
ルギー消費性能を求めたもの
については，次の(ア)から
(カ)までに掲げる床面積の区
分に応じ，それぞれ(ア)から
(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ４３,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 １２０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー 
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    トル未満 １５５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
１８５,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

(2)  他の
建築物
を追加
する場
合 

ア 変更
前の計
画に係
る申請
建築物
又は他
の建築
物に係
る事項
に変更
がない
場合 

１
件 

追加する他の建築物につき３の
項の規定の例により算出した額
（追加する他の建築物が複数ある
場合には当該他の建築物ごとに算
出した額を合算した額） 

イ ア以
外の場
合 

１
件 

アの例により算出した額に変更
がある申請建築物又は他の建築物
について(1)の例により算出した額
を合算した額 

６ 法第３１条第１項の規定による建
築物エネルギー消費性能向上計画
の変更の認定の申請に対する審査
（当該申請に併せて同条第２項に
おいて準用する法第３０条第２項
の規定による適合審査の申出を行
う場合に限る。） 

１
件 

５の項の規定の例により算出し
た額に申請建築物につき別表第４
の１の表１の項，２の項及び３の
項の規定の例により算出した額を
加算した額 

７ 法第３６条第１項の規定による建
築物エネルギー消費性能基準に適
合している旨の認定の申請に対す
る審査 

１
件 

(1) 一戸建て住宅であって，省令
第１条第１項第２号イ(1)及び
ロ(1)又は第１０条第２号イ及
びロの規定によりエネルギー消
費性能を求めたものについて
は，次のア又はイに掲げる床面
積の区分に応じそれぞれ当該ア
又はイに定める額 
ア ２００平方メートル未満 
３４,０００円（申請前にあ
らかじめ建築物エネルギー消
費性能基準に係る登録建築物
エネルギー消費性能判定機関
等による審査，法第１２条第
１項又は第１３条第２項の規
定による建築物エネルギー消
費性能確保計画が建築物エネ
ルギー消費性能基準に適合し
ていることの判定，法第３０
条第１項の規定による建築物
エネルギー消費性能向上計画 
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   の認定，都市の低炭素化の促
進に関する法律第５４条第１
項の規定による低炭素建築物
新築等計画の認定又は住宅の
品質確保の促進等に関する法
律第３条の２第１項に規定す
る評価方法基準に基づく評価
を受けているもの（以下この
項において「審査済建築物」
という。）については，
４,７００円） 

イ ２００平方メートル以上 
３８,０００円（審査済建築
物については，４ ,７００
円）  

(2) 一戸建て住宅であって，省令
第１条第１項第２号イ(2)及び
(3)並びにロ(2)及び(3)の規定
によりエネルギー消費性能を求
めたものについては，次のア又
はイに掲げる床面積の区分に応
じそれぞれ当該ア又はイに定め
る額 
ア ２００平方メートル未満 
１７,０００円（審査済建築
物については，４ ,７００
円） 

イ ２００平方メートル以上 
１９,０００円（審査済建築
物については，４ ,７００
円） 

(3) 一の建築物については，次に
掲げる額のうち，当該申請に係
るものを合算した額 
ア 住宅部分で省令第１条第１
項第２号イ(1)及びロ(1)若し
くは同項第３号ロ又は第１０
条第２号イ及びロの規定によ
りエネルギー消費性能を求め
たものについては，次の(ア)
又は(イ)に掲げる審査の部分
の区分に応じそれぞれ定める
額のうち，当該申請に係るも
のを合算した額 
(ｱ) 技術審査部分 次のａ

からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ５９,６００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
ト ル 未 満  
１００,０００円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
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   １５５,０００円 
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 １９９,０００
円 

(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ９,４００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ２０,０００
円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
４５,０００円 

ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ８１,０００円 

イ 住宅部分で省令第１条第１
項第２号イ(2)及び(3)並びに
ロ(2)及び(3)又は同項第３号
イの規定によりエネルギー消
費性能を求めたものについて
は，次の(ア)又は(イ)に掲げ
る審査の部分の区分に応じそ
れぞれ定める額のうち，当該
申請に係るものを合算した額 
(ｱ) 技術審査部分 次のａ

からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ２３,６００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ３７,０００
円 

ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
５５,０００円 

ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ７９,０００円 

(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額 
ａ ３００平方メートル
未満 ９,４００円 

ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ２０,０００
円 
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   ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
４５,０００円 

ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ８１,０００円 

ウ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号イ又は第１０条第
１号イ(1)及びロ(1)若しくは
同条第３号ロの規定によりエ
ネルギー消費性能を求めたも
のについては，次の(ア)から
(カ)までに掲げる床面積の区
分に応じ，それぞれ(ア)から
(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ２３０,０００円（審
査済建築物については，
９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５３０,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
７７０,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ８７０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

エ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号ロ又は第１０条第
１号イ(2)及びロ(2)若しくは
同条第３号イの規定によりエ
ネルギー消費性能を求めたも
のについては，次の(ア)から
(カ)までに掲げる床面積の区
分に応じ，それぞれ(ア)から
(カ)までに定める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ８７,０００円（審査
済建築物については，
９,４００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以 

 



- 30 - 

   上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ２４０,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ３１０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
３７０,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
１６０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４４０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円） 

別表第４の５の表中８の項を９の項とし，同項の前に次のように加える。 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律施行規則（平成
２８年国土交通省令第５号。以下
この表において「規則」とい
う。）第１１条の規定に基づく軽
微な変更に該当していることの証
明書の交付 

１
件 

(1) 用途が工場等である建築物に
ついては，次に掲げる額 
ア 省令第１条第１項第１号イ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る床面積の合計に応じ，それ
ぞれ(ア)から(カ)までに定め
る額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 １１,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ２１,５００円（審
査済建築物については，
１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７５,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９５,０００ 
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   円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

イ 省令第１条第１項第１号ロ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る床面積の合計に応じ，それ
ぞれ(ア)から(カ)までに定め
る額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ９,５００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １９,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ４７,５００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７０,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９０,０００
円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

(2) 用途が工場等以外である建築
物については，次に掲げる額 
ア 省令第１条第１項第１号イ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る床面積の合計に応じ，それ
ぞれ(ア)から(カ)までに定め
る額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 １１５,０００円（審
査済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル 
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   未満 １８５,０００円
（審査済建築物について
は，１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ２６５,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ３２５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
３８５,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４３５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

イ 省令第１条第１項第１号ロ
の規定によりエネルギー消費
性能を求めたものについて
は，次の(ア)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る床面積の合計に応じ，それ
ぞれ(ア)から(カ) までに定
める額 
(ｱ) ３００平方メートル未

満 ４３,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円） 

(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００円） 

(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 １２０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円） 

(ｴ)  ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 １５５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００円） 

(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満  
１８５,０００円（審査済
建 築 物 に つ い て は ，
８０,０００円） 

(ｶ) ２５,０００平方メート 
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   ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円） 

別表第５の１３の表１の項中「第４条第３項」を「第４条第２項」に改め，同表

２の項中「第４条第４項」を「第４条第３項」に改める。 

附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，別表第１の３の表の改正

規定は，情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律等の一部を改正する法律附則第１条第６号に規定する日から施行す

る。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，住民基本台帳法の一部が改正され，除票の写し等の交

付に関する規定が新たに設けられたこと，建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令の一部が改正され，建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る建築

物エネルギー消費性能基準の評価方法及び一次エネルギー消費基準の評価方法が追

加されたこと等に伴い，所要の改正をする必要による。 
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議案第８０号  

 

藤沢市建築基準等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市建築基準等に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市建築基準等に関する条例（平成３０年藤沢市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

第２９条第 1項第２号中「第１１２条第１８項第２号」を「第１１２条第１９項

第２号」に改め，同条第３項中「第１１２条第１９項及び第２０項」を「第１１２

条第２０項及び第２１項」に改める。 

第３５条第３項中「第１１２条第１８項第２号」を「第１１２条第１９項第２号」

に改める。 

第４９条第１項第２号中「第１１２条第１８項第１号」を「第１１２条第１９項

第１号」に改める。 

第５２条第３項第２号中「第１１２条第１９項及び第２０項」を「第１１２条第

２０項及び第２１項」に，「第１１２条第１８項第２号」を「第１１２条第１９項

第２号」に改める。 

第５４条第１項第１号中「第１１２条第１８項第２号」を「第１１２条第１９項

第２号」に改め，同条第２項中「第１１２条第１９項及び第２０項」を「第１１２

条第２０項及び第２１項」に改める。 

第５９条第２号中「第１１２条第１８項第１号又は第２号」を「第１１２条第

１９項第１号又は第２号」に改める。 

附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，建築基準法施行令の一部が改正されたことに伴い，規

定の整備をする必要による。 
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議案第８１号 

 

藤沢市市営住宅条例の一部改正について 

藤沢市市営住宅条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市営住宅条例の一部を改正する条例 

藤沢市市営住宅条例（平成９年藤沢市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条の次に次の１条を加える。 

（保証人の極度額） 

第１３条の２ 前条第１項第３号に規定する保証人が保証する極度額は，入居時（第

２９条第１項に規定する保証人の変更をしたときは，同項に規定する変更の承認

時）における家賃の１２月分に相当する額とする。 

 第２０条中第４項及び第５項を削り，第６項を第４項とする。 

第４６条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

第５７条を削り，第５８条を第５７条とし，第５９条から第６４条までを１条ず

つ繰り上げる。  

   附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，民法の一部が改正されたことに伴い，保証人が保証す

る極度額を定める等のため，所要の改正をする必要による。 
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議案第８２号  

  

藤沢市食品衛生法の施行に関する条例の一部改正について 

藤沢市食品衛生法の施行に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

藤沢市食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市食品衛生法の施行に関する条例（平成１７年藤沢市条例第３１号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第７号中「第１１条第１項」を「第１３条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和２年６月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，食品衛生法の一部が改正されたことに伴い，規定の整

備をする必要による。 
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議案第８３号  

 

藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部改正に

ついて 

藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部を次のように改正

する。 

２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部を改正

する条例 

藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（平成１６年藤沢市条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第１号イ中「令和２年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改

め，同項第２号アを次のように改める。 

ア 新築又は増築する部分に係るホテルの規模又は施設が次の(ア)から(ウ)ま

でのいずれかに該当すること。 

(ｱ) 客室の数が８０室以上であり，かつ，平均客室面積が１３平方メートル

以上確保されること。 

(ｲ) 客室の数が３０室以上であり，かつ，平均客室面積が１８平方メートル

以上確保されること。 

(ｳ) 客室の数が４５室以上であり，かつ，多目的ホール（床面積３５０平方

メートル以上のものに限る。以下同じ。）を備えること。 

第３条第２項第２号中イを削り，ウをイとし，エをウとし，同号オ中「ウ」を

「イ」とし，同オを同号エとする。 

第６条第５項中「第３条第２項第２号イ(ｱ)」を「第３条第２項第２号ア(ｲ)及び

(ｳ)」に，「規模のホテル」を「ホテル（(ｲ)に掲げるものにあっては多目的ホール
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を備えるものに，(ｳ)に掲げるものにあっては客室の数が５０室以上であり，平均

客室面積が１３平方メートル以上確保されるものに限る。）」に，「５年度分（当

該ホテルが多目的ホールを備えているものである場合は，７年度分）」を「７年度

分」に改め，同条第６項中「第３条第２項第２号イ(ｲ)」を「第３条第２項第２号

ア(ｱ)及び(ｲ)」に，「規模のホテル」を「ホテル（多目的ホールを備えるものを除

く。）」に，「７年度分」を「５年度分」に改め，同条第７項中「第３条第２項第

２号イ(ｳ)に掲げる規模（同号イ(ｱ)に該当する場合を除く。）のホテル」を「第３

条第２項第２号ア(ｳ)に掲げるホテル（客室の数が５０室以上であり，平均客室面

積が１３平方メートル以上確保されるものを除く。）」に，「５年度分（当該ホテ

ルが多目的ホールを備えているものである場合は，７年度分）」を「７年度分」に

改める。 

附 則 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に

関する条例第３条の規定に基づき企業立地等事業計画の認定を受けている者につ

いては，改正後の藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（第３

条第２項第１号イ及び同項第２号エ（前号イに係る部分に限る。）を除く。）の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，条例に基づく支援措置を受けるための要件となる固定

資産の取得等の期限を迎えるに当たり，ホテルに係る支援措置の内容の一部を見直

したうえで，引き続き支援措置を実施する必要による。 
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報告第２６号  

 

専決処分の報告について（損害賠償額の決定） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定による指定に基づき，次のとおり専決処分し

たので，同条第２項の規定により，これを報告する。 

  ２０２０年（令和２年）２月２６日提出 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定による指定に基づき，損害賠償額の決定を次

のとおり専決処分する。 

２０２０年（令和２年）２月１７日 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

 

 

１ 損害賠償額 

４４７,３６０円 

２ 相手方 

藤沢市                     

       

３ 事案の概要 

２０１９年（令和元年）９月９日に本市に接近した台風第１５号の強風により，

第２０３号緑の広場において倒木が発生し，相手方の居住していた集合住宅を損

壊したことにより，相手方を休業させる等の損害を与えたもの 
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参 考 

 地方自治法 抜粋 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で，その議決によ

り特に指定したものは，普通地方公共団体の長において，これを専決処分にする

ことができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは，普通地方公共団体の長は，これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決事項の指定について 

本市議会は，地方自治法第１８０条第１項の規定により，次の事項については，

市長において専決処分することができるものとして指定する。 

（専決事項） 

１ 法律上，市の義務に属する損害賠償の額について１件５０万円以内のもの。た

だし，交通事故については，自動車損害賠償保障法に定める保険金最高限度額以

内において損害賠償の額を定めること。 


